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令和７年度しょうない氣龍祭 屋台村出店募集要項 

 

1 目的 

しょうない氣龍祭の賑わいを創出するとともに、「食」を通じて庄内町や庄内地方の魅力を発

信すること。 

2 開催日時 

  令和７年８月１１日（月・祝）１５時００分～２１時００分 

3 主催 庄内町観光協会 

4 応募資格 

 (1) 当イベントの目的に賛同し、募集要項を厳守できること 

 (2) 山形県内に住所を有する事業者であること 

(3) 保健所の営業許可を持っている、または 7月末までに取得できること 

 (4) 過去に庄内町で行われたイベントで出店違反や出店キャンセルをしていないこと 

 (5) その他、実行委員長が出店を認める事業者等 

5 出店場所及び募集店舗数  

(1)  旧ＪＡ庄内たがわ新余目支所駐車場：25店舗（最大） 

（庄内町余目字土堤下 36番地 1） 

(2) 鶴岡信用金庫余目支店駐車場：3店舗（最大） 

（庄内町余目字上朝丸 95番地） 

6 出店スペース 

１出店者につき１営業許可で１区画での出店となります。 

  ＜テント＞1張(5.4m×3.6m)分または 0.5張(2.7m×3.6m)分のスペース 

＜キッチンカー＞幅 5.4m×奥行 3.6m分のスペース 

7 出店料 

 旧ＪＡ庄内たがわ 

新余目支所駐車場 

鶴岡信用金庫 

余目支店駐車場 

庄内町内の事業者又は 

庄内町観光協会会員 
7,000円 5,000円 

庄内町外の事業者 9,000円 7,000円 

※1 この要項において、庄内町観光協会会員とは、6月 20日(金)まで当該年度分の庄内町観光

協会費を納入済の方をいいます。 

※2 ご入金いただいた出店料等は、いかなる場合(当日キャンセル、違反による出店取消、大

雨・台風・地震等の天災によるまつり中止等)でも返金いたしません。 

8 貸出備品 

  ＜有料＞   

 品 名 規 格 単位 金 額 備 考 

1 
テント 

5.4m×3.6m １張  4,000円  

2 2.7m×3.6m 0.5張  2,500円 

3 三方幕 － 1幕 2,000円  

4 長テーブル 1.8m×0.5m×0.7m 1台 500円  

5 パイプ椅子 － 1脚 100円  

※貸出しテントの組み立ては実行委員会が行います。 

9 申込方法 

 出店申込書に必要事項を記入の上、誓約書(署名、代表者名を記入)及び必要書類とともに FAX、
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E-maiまたは庄内町観光協会窓口(新産業創造館クラッセ内)に直接提出ください。 

申込期限：６月２０日（金）必着 ※先着順ではありません 

10 出店の決定 

出店の可否については、7 月上旬に通知します。応募多数の場合は、下記の選考優先事項や

出店内容などをもとに実行委員会が決定します。 

【選考優先事項】 

 1 庄内町内に住所を有する事業者又は庄内町観光協会会員 

 2 庄内地域に住所を有する事業者  

 3 山形県内に住所を有する事業者 

 

11 出店についての確認事項 

 (1) 出店料等は、決定通知後に別途指定する方法によりお支払いください。指定期日までにお

支払いがない場合は、出店許可を取り消します。また、ご入金いただいた出店料等は、いか

なる場合(当日キャンセル、違反による出店取消、大雨・台風・地震等の天災によるまつり

中止等)でも返金いたしませんので、あらかじめご了承願います。 

(2) 暴力団関係者の排除のため、警察に出店者情報を情報提供します。確認後、出店にふさわ

しくないと判断された方は出店をお断りさせていただきます。 

 

12 出店の際の遵守事項 

(1) 開店時間(15時予定)及び閉店時間(21時)等を守ること。 

閉店時間後は、販売しないこと。また、後片付け及び清掃完了は 22時 30分まで(厳守)とします。 

（2）販売する品目などについて、他の出店者と内容（販売品目や価格）を勘案して、調整させていただく

場合があります。その場合は指示に従うこと。 

（3）保健所に臨時の営業許可申請等、各種必要な手続きを行うこと。 

発行された許可証などは、指定された期限までに実行委員会に写しを提出するとともに、出店当日

はテント内の見えるところに掲示すること。 

(4) 事前に申請した内容と異なるものは販売しないこと。 

(5）出店当日の運営は、出店許可を得た者が行うこと。名義の貸し借りは禁止です。 

 (6) 飲食物を提供する際は、テントに不燃性の三方幕を必ず張ること。 

（7）生産物賠償責任保険等、各種必要な手続きを行うこと。 

発行された加入者証などは、指定された期限までに実行委員会に写しを提出するとともに、出店当

日テント内の見えるところに掲示すること。 

（8）販売スタッフは、開店準備から閉店まで飲酒しないこと（酒気帯びも不可）。 

（9） 出店する会場内は全域禁煙です。（電子タバコも不可）喫煙は出店会場以外の指定の場所で行うこと。 

(10) のぼり、看板等の設置は出店区域内に設置すること。 

（11）給水・排水設備はありません。排水を排水溝や、道路、植え込みなどには絶対に捨てないこと。 

 (12) 清掃用具を持参し、出店場所とその周辺を常に清潔に保つこと。 

（13）お客様用のゴミ箱を設置し、調理等で発生したゴミ(汁物等を含む)とともに各自持ち帰ること。 

（14）片付け終了後は、出店場所を原状復帰することを原則とする。油や材料などで地面が汚れる可能性の

ある場合は、各自ブルーシート等による養生を行い、地面を汚さないこと。 

（15）出店者は、後日指定する駐車場から、その日のうちに車を搬出すること。出店申込時に申請する運搬

車数及び搬入・搬出に関するルール・時間を守ること。 

 

上記事項を遵守しなかった場合、もしくは実行委員会が運営の妨げになると判断した場合は、

ただちに退去していただくとともに、来年以降の出店はお断りさせていただく場合がございま

す。出店料等の返金も致しません。また出店者の責任による施設や備品の汚れ、破損などが発生

した場合は、費用等を負担していただきます。 

 

13 開催中止について 
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雨天決行となりますが、台風・荒天による警報、特別警報が発表された、または、発表される可

能性が高い場合、または、地震や災害の発生など、まつり開催に支障がある場合は、まつりを中止

します。その場合、出店料及び準備等に要した経費を含め、出店に要する全ての費用について責任

は負いかねます。なお、開催可否等の情報は、氣龍祭や庄内町観光協会ホームページ、各種 SNSに

てお知らせしますので、随時確認をお願いします。 

 

14 出店の際の留意事項 

（1）申込みの段階で、他出店者の申込み状況はお伝え出来ません。また、他出店者に関する配置の要望等

は受付いたしません。 

（2）他出店者とのトラブルは厳禁です。発生した場合その場で営業停止、来年以降出店をお断りさせてい

ただく場合がございます。 

（3）台風等荒天時に、出店者が準備の都合等から出店できないと独自に判断される場合は、その旨を事務

局にご連絡ください。その際、出店料の返金はいたしません。 

（4）売れなかった場合、補償等はありません。 

（5）発電機を利用する場合 

①発電機の持込みは 1 事業者 1 台までとし、事前に寸法や配置について申請すること。発電気の貸出

し等はありません。 

②来場者や他の出店者の妨げにならない場所に置き、排気に注意すること  

③電源コードは必ず養生すること ④燃料の補給は必ずエンジンを切って行うこと 

（6）火気を扱う場合 

①火気を扱う場合は、必ず消火器を設置すること。当日消防の査察がございます。なお、消火器の貸出

しはありません。 

②消火器の配置場所は、参加決定後に送付する「ブース配置図」に必ず記載の上、提出すること 

③防炎シートの設置、ガス台等の下に不燃ボードを使用するなど、防火対策を徹底すること 

（7）食品を扱う場合 

テント内にハンドソープ、アルコール消毒スプレー、18ℓ以上の給水タンクとバケツを設置すること。 

（8）保健所や消防署、警察署などの立会検査があった場合は、検査に協力し、検査にて指導があった場合

は直ちに従うこと。 

（9）夜暗くなり手元が見えにくいため、手元用の照明をご用意ください。貸出する物品以外(各店舗の装飾

等を含む)は各自でご用意ください。延長コード、台車の貸出し等はございません。 

（10） 発電機以外の物は、テント内に入れて営業すること。 

（11） 屋台村会場内にお客様用の飲食スペースを設置しますので、独自の飲食スペースを設置しないでく

ださい。 

（12）行列ができた場合は、来場者や他店に迷惑にならないように各店で整列してください。 

（13）15時 00分～22時 30分（予定）の交通規制時間帯は、規制区間内（和心交差点～鶴岡信用金庫交差

点）の車の出入りは禁止となります。 

（14）開催当日、参加各店の写真を撮影します。撮影した写真は HP や広報等で使用する場合があります。 

（15）出店後 1週間以内に、「売上報告書」に売上金額等必要事項をご記入の上、実行委員会に提出してく

ださい。 

（16）その他、記載事項のないものに関しては、実行委員会の指示に従ってください。 

 

15 出店申込みの流れ 

日 付 内  容 備   考 

５/２６(月) 出店募集開始  

６/２０(金) 【必着】出店申込締切 

※先着順ではありません。 

 

・出店申込書 

・誓約書 

・本人確認書類(運転免許証の写しなど) 

・保健所発行の営業許可証の写し 
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・生産物賠償責任保険の加入者証等の写し 

・(キッチンカーの場合)キッチンカーの車検

証の写し 

・食品衛生責任者の資格を示す書類等(該当

する場合 

７/４(金) 

(予定) 
出店者の決定 

出店の可否及び出店料等をメール等でお知ら

せします。 

７/１７(木) 

(予定) 

出店料等の支払い期限 

・出店料、有料の貸出し備品の金額をお支払

いください。振込の場合、振込手数料をご負

担ください。 

追加書類の送付〆切 

・出店従事者名簿 

・従事者の本人確認書類(運転免許証の写し

など)  

７/２２(火) 

(予定) 

出店位置図、車両通行許可証

等の送付 

 

 

 

 

 
【担当】 

しょうない氣龍祭実行委員会（庄内町観光協会内） 

  澤田、須貝 

 〒999-7781 庄内町余目字沢田 108番地 1(ｸﾗｯｾ内) 

Tel：0234-42-2922 Fax：0234-43-6422 

Mail:shonai.kiryusai@gmail.com 

※送信時は、件名に「屋台村出店申込」と入力ください。 


